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消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換会 

消費者基本計画工程表改定に向けた要望 

2017 年 11 月 10 日 

主婦連合会 

■施策番号１（４）⑨ 食品のトレーサビリティの推進

 輸入食品を始め、食品の安全性の確保の点、並びに、表示の信頼性担保の点から、トレ

ーサビリティ制度は米以外にも整備、拡充されることが是非とも必要です。事業者の自主

的な取り組みの推進に留まらない網羅的食品トレーサビリティ制度導入の検討を計画に盛

り込んでください。 

■施策番号２（３）①新たな食品表示制度の円滑な施行等

 遺伝子組換え表示、食品添加物表示等個別課題の検討にあたっては、「表示の充実によ

り消費者の多様な選択の機会を確保することが目的である」ことを明記してください。現

行の遺伝子組換え表示は、極めてわかりにくい制度であり、消費者の選択に資するものと

なっていません。その食品が遺伝子組換えであることが誤解なく伝わる制度にする必要が

あります。その際には、食品トレーサビリティ制度の整備とのセットでの施策が必要とな

ります。 

■施策番号２（３）②健康食品も含めた食品の表示・広告の適正化

 消費者庁が本年７月に公表した「打消し表示に関する実態報告書」を踏まえ、景品表示

法のより一層の厳格な運用を通じた、健康食品の体験談型の広告等の適正化を計画に盛り

込んでください。 

■施策番号１（２）③リコール情報の周知強化

 リコール製品による事故は、依然起こり続けています。リコール情報の周知強化には、

製品の性格、属性を判断した上で、高齢者・障害者・乳幼児問題などに関与する団体・機

関・施設、病院等医療機関、学校関連機関、消費生活センター、消費者・市民団体などを

適宜結ぶ、より効率的、効果的な周知が可能になるネットワークの構築が必要であり、地
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域まかせではなく、国レベルで消費者庁がリードすることが重要と考えます。そのために

も、リコール問題における行政の責務、位置づけを明確にするルールづくりが必要です。

リコールを効率的効果的に実施するためのルール整備またはその検討について計画に記載

してください。 

  

 

■施策番号３（１）②特定商取引法の見直し 

 

特定商取引法の見直しについては、被害実態のさらなる調査を行い、不招請勧誘規制（Do 

Not Call, Do Not Knock 制度）の導入につき、法改正の必要性を検討することを、工程

表に書き込んでください。 

 

 

■施策番号２（２）⑥電気通信サービスにおける広告表示等の適正化 

 

 主婦連合会が行ったアンケート調査では、サービス分野の中で最もサービスの内容が分

かりにくいと感じるのは情報通信分野であるという結果が出ています。表示の分かりにく

さから、消費者が複数の事業者のサービスを比較して選択することが困難な状態が放置さ

れています。サービスの内容や利用方法等について、十分かつ適切な情報提供が行われ、

消費者が安心してサービスを利用するためには、広告表示項目の標準化をし、基本的表示

事項とその用語、記述方法（数値であればその記載単位など）を定めることにより、消費

者は複数の事業者を比較検討して合理的な選択することが可能になります。そのような標

準化について、計画に盛り込んでください。担当省庁に総務省に加え、標準化（ＪＩＳ）

を所管する経済産業省を加えてください。 

 

 

■施策番号 1（２）①事故情報の収集、公表及び注意喚起等 

 

 事故情報の収集に関しては、医療機関ネットワークへの参画機関を増やす等、量的な面

も大切ですが、一方で「質」の高い情報を集めることも、情報を安全につなげるためには

大変重要です。現状、集められた情報は主に注意喚起につなげていますが、注意喚起によ

って実際に消費者の被害が減っているのかの検証が必要です。注意喚起に留まらず、集め

られた事故情報を施策番号 1（３）の「的確かつ迅速な事故の原因究明調査と再発防止」

において活用するためには、再発防止策や安全基準の策定に活かすことができる情報の質

が求められます。事故情報の収集に関し、質的側面のレベルアップにつき、検討を開始す

ることを計画に記載してください。 
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■施策番号 1（３）② 昇降機、遊戯施設における事故の原因究明、再発防止 

 

 シンドラーエレベータ事故を教訓に義務化された昇降機の戸開走行保護装置について

は、2009 年 9月以降着工の昇降機には義務付けられていますが、それ以前の昇降機は既存

不適格として義務がかかっていません。多数残されている既存不適格の昇降機に戸開走行

保護装置の設置が進むよう支援する政策につき、検討し実施することを計画に盛り込んで

ください。 

 

 

■施策番号１（４）食品の安全性の確保 

 カフェイン中毒による若者の死亡事故事例が報道されています。カフェイン中毒による

事故については把握されていない、埋もれた事例が多くある可能性も指摘されています。

錠剤状のカフェインは大量摂取が容易であり、概ね 50錠程度で致死量に達します。まっ

たく規制のない「食品」としては、他に類を見ない極めて深刻なリスクが放置されている

ことになります。錠剤状カフェインには何等かの規制が必要と考えます。その観点からの

検討につき、計画に盛りこんでください。 

 

 

■施策番号３（１）④ 消費者契約法の見直し 

考慮事項に「当該消費者の年齢」を明記することや、つけ込み型不当勧誘に関する取消規

定を付加する等、民法の成年年齢が引き下げへの対応につき、具体的に計画に盛り込んでく

ださい。 

 

 

■施策番号４（３）③ 公益通報者保護制度の推進 

 

 神戸製鋼、日産自動車など、大企業が長年行ってきた不正が次々に明るみに出ていま

す。これらの不正は、消費者の身体・生命の安全に直結する極めて深刻な不正行為です。

内部通報がきっかけとなって明るみに出たという報道もありますが、いずれの場合も長い

間不正が続いた末の公表となっています。公益通報者保護制度は、消費者の被害を未然防

止、拡大防止するために極めて重要な制度です。消費者庁の検討会、およびＷＧで検討さ

れた結果、公益通報制度の実効性向上のための公益通報者保護法の改正の具体的方向が示

されました。法改正による実効性向上の必要性は、いよいよ高まっていると言えます。法

改正の時期を具体的に計画の中で示してください。 

                                     以上 
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